
 

資料１ 

芸備線再構築に関する実証事業（実証事業Ａ）について 

【目的】 

昨年度の調査事業Ａで提案された、実証事業Ａで取り組むことが望ましいとされた施策等を

実施し、調査事業Ａで試算した地域経済効果の発現を最大化するとともに、その結果を踏まえ調

査事業Ａの地域経済効果の試算が妥当であったかどうかを検証する 

【受託者】 

株式会社ＪＴＢ広島支店（契約期間：令和７年７月 18 日～令和８年３月 31 日） 

１．住民・来訪者利用に合わせた鉄道サービスの拡充・二次交通との連携強化 

①芸備線の増便・ダイヤ変更 

○臨時列車運行（７月 19 日～11 月 24 日の土休日 / 11 月 29 日～３月の土曜日※1） 

・新見～備後落合間※2 

新見 10:24 発 → 備後落合 11:57 着 

備後落合 12:20 発 → 新見 13:58 着 

※1 11 月 29 日～２月 28 日の土曜日に運行（３月の臨時列車運行日は調整中） 

※2 11 月 29 日以降の臨時列車運行日は、最終便（新見 22:28 発→東城 23:04 着）を運休 

（救済タクシーを運行） 

○ダイヤ変更（10 月 14 日～）抜粋 

・下り 新見 18:20 発 →新見 18:51 発（通学利用高校生の要望による）  

②二次交通との連携強化 

デマンド交通の活用 

（新見市） 

○周遊バス（７月 19 日～11 月 24 日の土休日 / 11 月末～３月の土曜日（1/3 は運休）） 

・無料周遊バス（きらめき広場哲西～矢神駅・野馳駅・鯉が窪湿原（鯉が窪湿原: 11/4～休館））

を運行 

○乗合タクシー（７月 19 日～11 月 24 日の土休日 / 11 月末～３月の土曜日（1/3 は運休）） 

・平日に運行する予約型乗合タクシー（哲西乗合タクシー）を運行 

 

２．列車による観光コンテンツの形成等 

①列車の観光コンテンツ化 

（新見市）（10 月４日～26 日） 

・新見駅～備後落合駅間で、10 月の臨時列車をイベント列車「ピオーネ列車」として運行 

列車に新見市のマスコットキャラ「にーみん」を装飾した「ピオーネ列車」を運行し、新見駅や

運行中の列車内において、特産であるピオーネ等のぶどうでお客様をおもてなし 

（庄原市）（10 月 25 日～） 

・備後庄原駅～備後落合駅間の列車内で、オーディオドラマを配信 

現在運行中の「さとやまトレイン」にラッピングされた高校生キャラクターをアニメキャラに

見立てて、ブランディングオーディオドラマ「大好きなこの町で」を製作 



広島県にゆかりのある声優 増田俊樹さんを起用し列車内でスマホアプリ「LocatoneTM」

を通じてストーリー配信 

②観光商品・旅行商品の提供（11 月～） 

（新見市・庄原市） 

・着地型コンテンツの開発・洗い出しのため、観光資源・既存の商品やモデルコースなどを調査

し、観光協会・観光 DMO・交通事業者と連携して、地域で継続販売可能な商品を開発 

・地域の特産品を使った駅弁を開発し、イベント等において販売 

③駅周辺のにぎわい創出 

（新見市）（11 月 16 日） 

・野馳駅と矢神駅の中間に位置する 道の駅 鯉が窪において、オリジナルパフェづくり体験と

ステージイベントを組み合わせたイベント「ぱふぇすにいみ」を開催 

（庄原市）（11 月３日） 

・東城駅構内のホームを活用した音楽イベントのほか、町内の歴史あるまちなみを生かした芸

術・文化に関するイベント「東城まるごとフェス」を開催。 

④観光ツアーの造成（11 月～） 

・臨時列車運行や二次交通連携強化と合わせ、新見市・庄原市の着地型観光ツアーを造成 

⑤企画乗車券等の設定（10 月～） 

・企画乗車券「バス＆レールどっちも乗り放題パス２デイ（三次⇔東城）」を設定（10/28～） 

・乗車券等の提示により観光施設を割引利用できるサービスを実施（新見市：10/25～） 

 

３．広域的な周遊コンテンツとの連携（10 月 25 日～） 

・Taview（沖縄 JTB が開発した観光事業者向けマーケティングプラットフォーム）を活用して、

全国的に有名な声優とタイアップして、スマホによるデジタル周遊スタンプラリーを実施 

新見市・庄原市内の観光スポットに設置された二次元コードや GPS によりスタンプを獲得、

声優グッズや特産品の抽選に参加 

 

４．地域拠点としての駅舎活用・産業拠点形成 

・ターゲット企業を仮想的に設定し、地域拠点としての駅舎活用や産業拠点形成について机上

検証を実施 

 

５．芸備線や駅周辺施設を活用した移住体験の提供による定住促進（11 月～） 

・庄原市が取り組む「ローカルダイブ・トレイン」と連携し、移住体験を提供 

 

６．既存事業の強化・支援（９月～） 

・地域が主体となって実施するイベントについて、取組の支援やプロモーションを実施 

・道の駅 鯉が窪「にいみ肉 in てっせい」（11 月 23 日） 
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 資料１  

芸備線再構築協議会規約 

 

 （目的） 

第１条 芸備線再構築協議会（以下「協議会」という。）は、次条に規定する特

定区間に係る再構築方針（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成

１９年法律第５９号。以下「地域交通法」という。）第２９条の３第１項に規

定する再構築方針をいう。以下同じ。）の作成に関する協議を行うことを目的

として設置する。 

 

 （対象区間） 

第２条 協議会は、西日本旅客鉄道芸備線備中神代駅から備後庄原駅までの区

間を特定区間（地域交通法第２９条の３第３項に規定する特定区間をいう。以

下同じ。）とし、特定区間に備後庄原駅から広島駅までを加えた区間を対象と

して議論する。 

 

 （事務所） 

第３条 協議会は、事務所を広島県広島市中区上八丁堀６番３０号広島合同庁

舎４号館中国運輸局内に置く。 

 

 （協議事項） 

第４条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事項の協議を行

う。 

 一 特定区間に係る再構築方針の作成に関すること。 

 二 交通手段再構築実証事業計画（地域交通法第２９条の４第１項に規定す

る交通手段再構築実証事業計画をいう。以下同じ。）の作成及び実施に関す

ること。 

 三 その他目的の達成のため必要と認められる事項 

 

 （組織） 

第５条 協議会は、別表に掲げる構成員をもって組織する。 

２ 協議会は、地域交通法第２９条の３第５項各号に掲げる者として構成員と

することが妥当である者がある場合その他構成員について変更する必要があ

る場合は、協議の上、別表を変更するものとする。 

 

 （議長） 

第６条 協議会に議長を置く。 

２ 議長は、中国運輸局長をもって充てる。 

３ 議長は、議事運営その他の会務を総括する。 



４ 議長に事故があるときは、中国運輸局次長がその職務を代理する。 

 

 （協議会） 

第７条 協議会は、議長が招集する。 

２ 協議会は、構成員（次項の規定により代理の者が出席する場合は、当該代理

の者。同項を除き、以下同じ。）の過半数が出席しなければ開くことができな

い。 

３ 構成員は、代理の者を協議会に出席させることができる。 

４ 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対して、協議会への

出席、資料の提出、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。 

５ 協議会の公開又は非公開は、構成員と協議の上、議長が決定する。 

 

 （協議結果の尊重） 

第８条 構成員は、協議会によって協議が調った事項について、協議の結果を尊

重しなければならない。 

 

 （幹事会） 

第９条 協議会の円滑な運営を図り、及び第４条各号に掲げる協議事項に関し

て機動的な検討を行うため、幹事会を設置し、議長の命を受けた事項について

協議する。 

２ 幹事会の組織その他必要な事項は、協議会で協議の上、別に定める。 

 

 （部会） 

第１０条 協議会は、協議会に提案する第４条各号に掲げる協議事項に関して

地域の実情に応じた機動的な検討を行うため、対象となる区間を定めた部会

を設置し、議長の命を受けた事項について協議させることができる。 

２ 前項の区間は、特定区間の全部又は一部を含むものでなければならない。 

３ 部会に係る会計は、協議会及び幹事会の会計と区分して経理しなければな

らない。 

４ 部会の組織その他必要な事項は、協議会又は幹事会で協議の上、別に定め

る。 

 

 （議事及び協議資料） 

第１１条 協議会の議事については、速やかに議事の概要を作成し、中国運輸局

ホームページで公開するものとする。 

２ 協議資料は、原則として公開する。ただし、非公開とすることが適当である

と認める場合は、その一部又は全部を非公開とすることができる。 

３ 協議資料は、中国運輸局ホームページで公開するものとする。 



 

 （事務局） 

第１２条 協議会の業務を処理するため、中国運輸局鉄道部内に事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長及び事務局員を置き、議長が定めた者をもって充てる。 

 

 （会計及び会計年度） 

第１３条 調査委託費、会場費等及び協議会に必要な経費は、国の事務経費等に

より負担するほか、協議により関係者において応分の負担を決めるものとす

る。 

２ 協議会の会計はこの規約の施行日に始まり、当該日から起算して、次の３月

３１日に終わり、以降、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 （財務に関する事項） 

第１４条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、議長

が別に定める。 

 

 （協議会が解散した場合の措置） 

第１５条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち

切り、議長であった者がこれを決算する。 

 

 （委任） 

第１６条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、

議長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規約は、令和６年３月２６日から施行する。  



別表（第５条関係） 

 

芸備線再構築協議会構成員名簿 

（令和７年１１月６日現在） 

 

所属 役職 氏名 備考 

国土交通省中国運輸局 局長 金子 修久 国 

岡山県 副知事 尾﨑 祐子 

特定区間を 

区域に含む 

地方公共団体 

広島県 副知事 山根 健嗣 

新見市 副市長 根石 憲司 

庄原市 副市長 木村 洋 

西日本旅客鉄道株式会社 

岡山支社長 林  秀樹 

鉄道事業者 

広島支社長 飯田 稔督 

公益社団法人広島県バス協会 専務理事 赤木 康秀 
関係する 

公共交通事業者等 
公益社団法人岡山県バス協会 専務理事 伊藤 雄造 

岡山県 土木部長 尾松 智 

関係する 

道路管理者 

広島県 土木建築局長 藤田 士郎 

新見市 建設部長 伊藤 信明 

庄原市 環境建設部長 天野 武美 

岡山県警察本部 交通部長 佐伯 政昭 
関係する 

公安委員会 
広島県警察本部 交通部長 岡崎 玲史 

独立行政法人国立高等専門学校機構 

呉工業高等専門学校 
教授 神田 佑亮 

中国運輸局長が 

必要と認める者 

国土交通省中国地方整備局 局長 杉中 洋一 

三次市 副市長 山崎 輝雄 

安芸高田市 副市長 杉安 明彦 

広島市 副市長 戸田 祐二 
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第６回芸備線再構築協議会幹事会 

議 事 次 第 
 

 

令和７年１０月１０日(金) 

１０：００～１１：３０ 

ＴＫＰガーデンシティ岡山 

 

 

１．開会 

 

 

２．挨拶 

 

 

３．議事 

 

（１）芸備線再構築協議会幹事会規約の変更 

 

（２）芸備線再構築に関する実証事業（実証事業Ａ） 

 

（３）芸備線再構築に関するより専門的な分析等調査事業（新調査事業） 

 

（４）その他 

 

 

４．閉会 

  



 

 

配付資料一覧 

 

 

第６回芸備線再構築協議会幹事会 出席者名簿 

 

資料１ 芸備線再構築協議会幹事会規約（案） 

 

資料２ 芸備線再構築に関する実証事業（実証事業Ａ）の概要 

 

資料３ 芸備線再構築に関するより専門的な分析等調査事業（新調査事

業）の概要 



  

第６回 芸備線再構築協議会幹事会 出席者名簿 （敬称略・順不同） 

 

所  属 役  職 氏  名 備  考 

国土交通省中国運輸局 

交通政策部長 阪場
さ か ば

 進一
しんいち

 幹事長 

鉄道部長 靱
うつぼ

  尚
しょう

太
た

 幹事長 

岡山県 

県民生活部長 下野間
し も の ま

 豊
ゆたか

  

土木部技術総括監 光
みつ

畑
はた

 一
かず

良
よし

 
 

広島県 

地域政策局長 岡田
お か だ

 浩二
こ う じ

  

土木整備担当部長 南
みなみ

  博
ひろ

高
たか

 
（代理出席）道路河川管理課長 

藤井
ふ じ い

 通
みち

徳
のり

 

新見市 

市民生活部長 山縣
やまがた

 晴美
は る み

  

建設部建設課長 西山
にしやま

 優
まさ

深
み

  

庄原市 

生活福祉部長 岡本
おかもと

 貢
みつぐ

  

環境建設部 
建設課長 杉谷

すぎたに

 美
み

和紀
わ き

  

西日本旅客鉄道株式会社 

岡山支社 副支社長 梶浦
かじうら

 剛史
たけふみ

  

広島支社 副支社長 奥井
お く い

 明彦
あきひこ

  

公益社団法人広島県バス協会 専務理事 赤木
あ か ぎ

 康
やす

秀
ひで

  

公益社団法人岡山県バス協会 専務理事 伊藤
い と う

 雄造
ゆうぞう

  

岡山県警察本部 交通規制課長 大塚
おおつか

 謙一
けんいち

 
（代理出席）交通規制課 課長補佐 

森山
もりやま

 功
こう

介
すけ

 

広島県警察本部 交通規制課長 河崎
かわさき

 博文
ひろふみ

菅野
か ん の

 貴之
たかゆき

 

（代理出席）交通規制課 課長補佐 

松浦
まつうら

 秀明
ひであき

 

独立行政法人国立高等専門学校機構 
呉工業高等専門学校 

教授 神田
か ん だ

 佑
ゆう

亮
すけ

  

国土交通省中国地方整備局 建政部長 村田
む ら た

 英樹
ひ で き

  

三次市 地域共創部長 呑
のん

谷
たに

 巧
たくみ

  

安芸高田市 企画部長 高下
こ う げ

 正晴
まさはる

  

広島市 道路交通局長 石飛
いしとび

 和博
かずひろ

正晴
まさはる

 

（代理出席）道路交通局 参与 

山田
や ま だ

 晃
てる

彬
あき

 



第６回芸備線再構築協議会幹事会 配席図

中国運輸局
交通政策部長
阪場 進一

中国地方整備局
建政部長
村田英樹

出入口

中国運輸局
鉄道部長
靱 尚太

庄原市
環境建設部建設課長

杉谷美和紀

広島県
道路河川管理課長

藤井通徳

岡山県
土木部技術総括監

光畑一良

新見市
建設部建設課長

西山優深

広島県警
交通規制課長補佐

松浦秀明

岡山県警
交通規制課長補佐

森山功介

JR西日本
広島支社副支社長

奥井明彦

JR西日本
岡山支社副支社長

梶浦剛史

広島県バス協会
専務理事
赤木康秀

岡山県バス協会
専務理事
伊藤雄造

安芸高田市
企画部長
高下正晴

広島市
道路交通局参与
山田晃彬

三次市
地域共創部長
呑谷 巧

岡山県
県民生活部長
下野間 豊

新見市
市民生活部長
山縣晴美

庄原市
生活福祉部長
岡本 貢

広島県
地域政策局長
岡田浩二

随

行
者

席

随
行

者
席

記 者 席

ＪＲ岡山

ＪＲ岡山

ＪＲ岡山

ＪＲ広島

ＪＲ広島

ＪＲ広島

ＪＲ広島

ＪＲ広島

岡山県

岡山県

新見市

庄原市

広島県

広島県

三次市

安芸高田市

広島市

岡山土木

広島土木

d d d d d d

岡山県

新見市

新見市

広島県

広島県

庄原市

庄原市

岡山県

柱

柱

柱柱

出入不可 出入不可

柱

d d

d d

プレス受付

三脚などを使用したムービーカメラ

呉工業高等専門学校

教授 神田佑亮（Web）



 資料１  

芸備線再構築協議会幹事会規約 

 

 （目的） 

第１条 この規約は、芸備線再構築協議会規約（以下「協議会規約」という。）

第９条第２項の規定に基づき、芸備線再構築協議会幹事会（以下「幹事会」

という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （事務所） 

第２条 幹事会は、事務所を広島県広島市中区上八丁堀６番３０号広島合同庁

舎４号館中国運輸局内に置く。 

 

 （協議事項） 

第３条 幹事会は、協議会規約第９条第１項により議長の命を受けた事項を協

議する。 

２ 前項の協議は、必要な調査事業及び実証事業（交通手段再構築実証事業計

画に係るものを除く。）の実施内容及び費用負担に関して決定することを含

むものとする。 

 

 （組織） 

第４条 幹事会は別表に掲げる幹事をもって組織する。 

２ 幹事会は、協議会の構成員が変更された場合、地域公共交通の活性化及び

再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第２９条の３第５項各号に掲

げる者に準ずる者として幹事とすることが妥当である者がある場合その他幹

事について変更する必要がある場合は、協議の上、別表を変更するものとす

る。 

 

 （幹事長） 

第５条 幹事会に幹事長を置く。 

２ 幹事長は、中国運輸局交通政策部長及び鉄道部長をもって充てる。 

３ 幹事長は、幹事会における議事運営その他の会務を総括する。 

４ 幹事長に事故があるときは、議長が幹事長の職務を代理する者を中国運輸

局の職員から指名する。 

 

 （幹事会） 

第６条 幹事会は、幹事長が招集する。 

２ 幹事会は、幹事（次項の規定により代理の者が出席する場合は、当該代理

の者。同項を除き、以下同じ。）の過半数が出席しなければ開くことができ

ない。 



 

３ 幹事は、代理の者を協議会に出席させることができる。 

４ 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者に対して、幹事会へ

の出席、資料の提出、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。 

５ 幹事会の公開又は非公開は、幹事と協議の上、幹事長が決定する。 

 

 （議事及び協議資料） 

第７条 幹事会の議事については、速やかに議事の概要を作成し、中国運輸局

ホームページで公開するものとする。 

２ 協議資料は原則として公開する。ただし、非公開とすることが適当である

と認める場合は、その一部又は全部を非公開とすることができる。 

 

 （事務局） 

第８条 幹事会の業務を処理するため、中国運輸局鉄道部内に事務局を置く。 

 

 （会計及び会計年度並びに財務に関する事項） 

第９条 幹事会の会計及び会計年度並びに財務に関する事項については、協議

会規約に準ずる。 

 

 （委任） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、幹事会の事務の運営上必要な細則は、

幹事長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規約は、令和６年３月２６日から施行する。 

 

  



 

別表（第４条関係） 

 

芸備線再構築協議会幹事会幹事名簿 

（令和７年１０月１０日現在） 

所属 役職 氏名 備考 

国土交通省中国運輸局 

交通政策部長 阪場 進一 幹事長 

鉄道部長 靱  尚太 幹事長 

岡山県 

県民生活部長 下野間 豊  

土木部技術総括監 光畑 一良  

広島県 

地域政策局長 岡田 浩二  

土木整備担当部長 南  博高  

新見市 

市民生活部長 山縣 晴美  

建設課長 西山 優深  

庄原市 

生活福祉部長 岡本 貢  

環境建設部建設課長 杉谷 美和紀  

西日本旅客鉄道株式会社 

岡山支社副支社長 梶浦 剛史  

広島支社副支社長 奥井 明彦  

公益社団法人広島県バス協会 専務理事 赤木 康秀  

公益社団法人岡山県バス協会 専務理事 伊藤 雄造  

岡山県警察本部 交通規制課長 大塚 謙一  

広島県警察本部 交通規制課長 河崎 博文  

独立行政法人国立高等専門学校機構 

呉工業高等専門学校 
教授 神田 佑亮  

国土交通省中国地方整備局 建政部長 村田 英樹  

三次市 地域共創部長 呑谷  巧  

安芸高田市 企画部長 高下 正晴  

広島市 道路交通局長 石飛 和博  
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